
今年度、重点的に取り組む事業
―つどい・学び・支えあう―

令和5年度　事業計画

［収入］（単位 千円）

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高

合　　　　　計

勘　定　科　目

3,906
2,320
47,802
48,759
386

9,472
11,862
5,360
33,718

11
1,098
12,140
4,000
540

7,178
20,065
1,344
30,730
240,691

1.6
1.0
19.9
20.3
0.2
3.9
4.9
2.2
14.0
0.0
0.4
5.0
1.7
0.2
3.0
8.3
0.6
12.8
100.0

予算額
当初予算額

構成比(％)

［支出］（単位 千円）

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
収益事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
予備費支出
　　　  合　　　　　計

勘　定　科　目

134,785
28,934
8,777
5,756
3,382
1,287
3,130
3,126
1,570

0
521

2,914
1,695
540

7,178
20,065
4,567
12,464
240,691

56.0
12.0
3.7
2.4
1.4
0.5
1.3
1.3
0.7
0.0
0.2
1.2
0.7
0.2
3.0
8.3
1.9
5.2

100.0

予算額
当初予算額

構成比(％)

令和5年度　法人全体　予算規模

「第4次地域福祉活動計画」及び「ふれあいのま
ちづくり推進プラン（第6次社協発展計画）」の2
年目にあたり、計画の目的である、「地域の福祉
力」を高める活動を更に進めていきます。

【権利擁護事業の推進・機能強化】
認知症高齢者や知的障がい者等判断能力が不
十分な方々が、地域で安心して生活が送れるよ
う日常生活自立支援事業や法人後見事業に取
り組むとともに、愛川町権利擁護支援センターに
よる成年後見制度の普及、啓発を推進します。

地域に暮らす住民同士の助け合いにより、高齢
者や障がい者等ができる限り地域で安心して
自立した生活が送れるよう支援します。

社会福祉協議会活動への理解と協力を求め、自治
会との連携や会員加入の推進を図ります。

地域福祉の原動力となる担い手を広げていくた
め、ボランティア活動や福祉教育の啓発に努め
るとともに、各種養成講座の開催、相談・支援体
制の充実、活動の場の把握や開拓に努めます。

●日常生活自立支援事業、法人後見事業の実施
●愛川町権利擁護支援センター（中核機関）の
　受託運営
●成年後見・権利擁護相談会の定期開催

【ボランティア活動の推進】

●夏休みボランティア体験（新規事業）

●ボランティアスキルアップ講座（新規事業）

●災害ボランティアコーディネーター養成講座

●ボランティアグループ等への助成

●あいかわ福祉サービス協会の運営

●住民参加型送迎サービス「愛川お助け便」の運行

●「愛川お助け便」運転協力会員養成講座の開催

【住民主体の支えあい活動の充実】

【社協組織の基盤強化】

住民総参加によるふれあいのまちづくり住民総参加によるふれあいのまちづくり

【第4次地域福祉活動計画と
 第6次社協発展計画の推進】

令和５年度

障がい児サロン事業
“わんぱくラブ”参加者募集
特別支援学校、特別支援学級等に通う小中学生を対象に、
夏休み期間中の在宅生活における介護者の負担軽減及び
当事者同士の仲間づくりを行なうことを目的に開催します

7月25日から8月31日までの夏休み期間のうち
毎週火・木曜日午前10時から午後3時まで

25日㈫、27日㈭
  1日㈫、  3日㈭、  10日㈭、15日㈫、17日㈭
22日㈫、24日㈭、  29日㈫、31日㈭

会  場 町福祉センター3階

子どもたちと一緒に遊んでいただけるボランティアも募集しています！
詳細はお問い合わせください

内線3793

対  象 特別支援学校、特別支援学級等へ通う
小・中学生 各曜日10名程度

参加費 申  込無料（昼食代等実費分徴収）

希望
者

には

送迎
あり

7月7月

8月8月

成年後見・権利擁護相談会成年後見・権利擁護相談会
成年後見制度や遺言の活用など専門的な
相談に応じます。料金は無料です。お気軽
にご相談ください。

成年後見制度や遺言の活用など専門的な
相談に応じます。料金は無料です。お気軽
にご相談ください。

開催日

対　象

5/24㈬、6/28㈬、7/26㈬
8/23㈬、9/27㈬

町内在住の方

相談日 午後1時30分～5時の間で概ね40分程度

場　所 町福祉センター会議室等

申込・問合せ 内線 3791

申込方法 予約優先（予約のない方はお待ちいただく場合があります）

＊10月以降は改めてお知らせします。

自治会に加入しましょう
自治会は地域福祉の原動力  お住いの行政区役員にご相談ください

障がい者・高齢者ICT教室

受講料受講料 無料無料

スマートフォンを使ってみたい方、持っているけれど使い
方が分からなくてお困りの方等を対象に、貸出機（スマホ）
を利用して体験していただく教室を実施します。

会　場会　場 町福祉センター3階会議室町福祉センター3階会議室

講　師講　師 スマートフォンアドバイザースマートフォンアドバイザー

対　象対　象 スマートフォン利用経験のない、もしくは初心者で町内在住の
障がい者、65歳以上の高齢者（定員20名・先着順）
スマートフォン利用経験のない、もしくは初心者で町内在住の
障がい者、65歳以上の高齢者（定員20名・先着順）

締め切り締め切り 申　込申　込6月19日㈪6月19日㈪ 内線3794内線3794
＊障がい者については、スマートフォンの画面操作が出来る方が対象です。
＊スマホやタブレットの所有の有無、使用の機器、携帯会社を問わず参加可能です。
　なお、当日は貸し出しのスマホを使っての体験となります。

日  時日  時

基礎から簡単！
初めてのスマホ体験教室

6月23日㈮
午後1時30分～3時30分
6月23日㈮
午後1時30分～3時30分

（ ）

配食サービス協力員（ボランティア）募集
自家用車でお弁当をお届けして

いただけるボランティアを募集しています！

月・水・金曜日（祝日の場合は変更有り。週1回の活動でも構いません）

＊配達する際は、協力いただく方の車を使用していただきますので、少額の謝礼及び交通費を
　お支払いします（８軒のお届けで概ね千円程度）
＊登録をしていただいた方については、必要に応じて町社協より、活動の依頼をさせていただきます

自家用車で調理施設等までお弁当を取りに行き、
概ね5～10軒程度の高齢者宅へお届けをしていただきます

午後3時50分～5時頃まで
自家用車をお持ちの方で、お車の運転が出来る方

町社協では、一人暮らし高齢者等を対象に、健康保持や安否確認を図ることを目的に
「ひとり暮らし高齢者等給食サービス」を実施しています。
この給食サービスの食事を配達していただく『配食協力員』の登録者を募集します。

活 動 日

活動時間

募集要件

活動内容

問合せ・内線 3794
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